
～ 令和６年能登半島地震により被災し宇治市へ来られた方へ ～ 

被災された皆さまをはじめ、避難生活を余儀なくされておられます皆さまに、心からお見舞いを

申し上げます。災害救助法の適用を受けた自治体から宇治市へ来られた被災者の方を対象に下記の

支援を実施しています。 

適用条件や期間など、詳しくは担当課へお問い合わせください。㈹０７７４—２２—３１４１ 

❑ 宇治市独自支援事業および国・府等の支援事業 

支援内容 担 当 課 

◎市営住宅への受け入れ（２戸）※被災された２世帯の方が入居されました。 住 宅 課 

◎衣類・寝具・炊事道具等の生活必需品の支給 地 域 福 祉 課 

◎市立小中学校就学の児童・生徒の保護者に学用品費等の支給（５,０００円以内） 

学 校 教 育 課 

◎市立小中学校に就学する児童生徒への教科書の給付 【国・府】 

◎上下水道料金の減免 上下水道部営業課 

◎介護保険料の徴収猶予及び減免 

介 護 保 険 課 ◎介護保険サービスについて 【国・府】 

・介護認定のある人は介護保険被保険者証がなくても介護保険サービス利用が可能 

・窓口における介護サービスに係る利用料の支払いの猶予 

◎後期高齢者医療保険料の徴収猶予及び減免 

年 金 医 療 課 

◎国民年金保険料の免除 【国・府】 

◎国民健康保険料の徴収猶予及び減免 国民健康保険課 

◎国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の医療について 【国・府】 

・健康保険証がなくても氏名、生年月日等を申し出ることで医療機関の受診が可能 

・窓口における一部負担金の支払いの猶予または免除      

国民健康保険課 

年 金 医 療 課 

◎保育所等保育料の減免 

◎一時預かり利用料の減免 
保 育 支 援 課 

◎育成学級協力金の減免 

◎乳幼児健康支援一時預かり事業の利用料の扶助 

◎ショートステイ事業の施設利用者自己負担金の減免 

こ ど も 福 祉 課 

◎健康相談 

健康づくり推進課 
【国・府】 

◎定期の予防接種（ＨＰⅤ,高齢者肺炎球菌,高齢者インフルエンザ） 

◎特例臨時接種（新型コロナワクチン） 

裏面にも支援事業があります。 



支援内容 担 当 課 

◎母子健康相談 

保 健 推 進 課 

【国・府】 

◎乳幼児健康診査の受診 

◎定期の予防接種 

◎母子健康手帳の交付 

◎妊婦健康診査受診券について宇治市の受診券を交付 

◎未熟児養育医療給付 

・養育医療券の提出ができない場合も、医療機関において申し出、氏名等を確認する

ことにより受診することが可能 

◎障害福祉サービスについて 【国・府】 

・障害福祉サービス等の認定を受けている人は受給者証等がなくても障害福祉サー 

ビス等の利用が可能 

・窓口における障害福祉サービスに係る利用料の支払いの猶予 

障 害 福 祉 課 

◎住民票等の手数料の免除 市 民 課 

◎税証明手数料の免除 

◎納付等期限の延長 
税 務 課 

◎市営駐輪場の定期利用料金の免除 交 通 政 策 課 

◎図書館貸出券の発行 

・書類による住所等確認を免除 

中 央 図 書 館 

東 宇 治 図 書 館 

西 宇 治 図 書 館 

◎お見舞いの品の支給 

・源氏物語ミュージアム、茶室対鳳庵、植物公園、 

お茶と宇治のまち交流館茶づなミュージアムの招待券の支給 

市民協働推進課 

（市民相談係） 

◎会計年度任用職員（アルバイト職員）の登録 

・雇用の必要が生じた場合に登録者の中から雇用 
人 事 課 

◎確認申請手数料等の減免 建 築 指 導 課 

◎一般廃棄物の処理手数料の減免 まち美化推進課 

◎宇治市斎場の使用料免除 環 境 企 画 課 

 

◎生活福祉資金（緊急小口資金）の貸付 社会福祉協議会 

上記以外のご相談は、危機管理室（０７７４—３９—９４２１）までご連絡ください。 

その他一般的なご相談は、市民相談係（０７７４—２０—８７１３）でもお受けします。 


